
事業の具体的な内容（その１） 
【目標Ⅰ】各交通機関の利便性、効率性及び満足度向上のための事業（その１） 

【Ⅰ－１】養老鉄道の運行 ＜事業主体：養老鉄道＞ 
■養老線交通圏地域公共交通網形成計画に基づき、継続運行 

【Ⅰ－２】都市間連絡バスの運行 
 ＜事業主体：名阪近鉄バス、海津市交通部署、交通事業者(コミュニティバス)＞ 

■海津市と他都市とを結ぶ定時定期路線バスを継続運行 
 ＜運行区間＞ 
 －大垣駅前（大垣市）～今尾～高須（市役所） 【名阪近鉄バス海津線】 
 －岐阜羽島駅前（羽島市）～今尾～高須（市役所） 【コミュニティバス海津羽島線】 
   ※ただし、一部海津温泉まで直通運転 
 ＜サービス水準＞ 
－名阪近鉄バス海津線：終日、毎日約１時間毎で運行（今尾以北） 
－コミュニティバス海津羽島線：終日、毎日約１～2 時間毎で運行 

■ただし、経路については再構築による見直しを実施【事業Ⅰ－５参照】 

【Ⅰ－３】拠点間連絡バスの運行 ＜事業主体：海津市交通部署、交通事業者＞ 

■利用の少ない南幹線の再編を実施し【事業Ⅰ－５参照】、通学等の時間帯に養老鉄道駅と揖斐川
左岸地域とを運行 

 ＜運行区間＞ 
 －駒野駅～高須（市役所） ⇒一部海津羽島線と直通運行を検討 
 －石津駅（一部松山）～海津温泉 
 ＜サービス水準＞ 
－駒野駅～高須が約２時間毎（養老線のダイヤに合わせる） 
－石津駅（一部松山）～海津温泉が通学時間帯・海津温泉利用時間帯運行 

■将来的に、車両は小型車両（10 人乗り程度）を想定 

【Ⅰ－４】通勤・通学対応バスの運行 
 ＜事業主体：海津市交通部署、輪之内町、交通事業者(コミュニティバス)、名阪近鉄バス＞ 

■主として海津明誠高校への通学対応として、従来通りバスを運行 
 －名阪近鉄バス海津線（大垣市・養老町からの通学に対応） 
 －輪之内町コミュニティバス南北線（今尾で下記の大須線接続、輪之内町等からの通学に対応） 
 －大須線（現・お千代保稲荷線、羽島市からの通学に対応） 
 －駒野駅直行線（現・南幹線、養老鉄道沿線からの通学に対応） 
■その他、個々の事業所の通勤輸送に対応 

【Ⅰ－５】定時定路線バスの再構築  
＜事業主体：海津市交通部署、名阪近鉄バス、交通事業者(コミュニティバス)＞ 

■南幹線は駒野駅～高須（市役所）、石津駅（一部松山）～海津温泉、海津羽島線海津温泉発着便
に 3 分割 
■今尾（平田支所含む）、高須（海津市役所）、海津温泉を乗り換え拠点とし、路線間の乗り継ぎ割
引を実施 

 －一部便は都市間連絡バス⇔拠点間連絡バスで直通運転 
 －今尾における名阪近鉄バス海津線とコミュニティバス海津羽島線の結節方法は、継続協議 
■海津羽島線廃止区間（西小島経由）は、デマンド交通で代替 

■南幹線の水晶の湯乗り入れは、水晶の湯送迎バスで代替【事業Ⅱ－７参照】 
 

【Ⅰ－６】デマンド交通の適正な見直し 

 ＜事業主体：海津市交通部署、交通事業者＞ 

■現行のデマンド交通が抱える問題（①予約が取り
づらい、②1 回当たりの運行距離が長い、③税金に
よる負担額が大きい、④増車のための運転手確保が
困難、⑤オペレータの負担が大きい）及びタクシー
が抱える問題（⑥台数が少ない）を踏まえ、タクシ
ーとデマンド交通を一体化した「新デマンド交通」
とする方向で見直し 
■現在デマンド交通を利用している移動制約者は、後述
の移動制約者向けサービスで対応【事業Ⅱ－8 参照】 

(1)ゾーン制を軸にした運賃制度の改定 
■デマンド交通が抱える諸問題解決を目的として、運賃
制度の見直しを実施 

 －市内を 4 ゾーンに分け、ソーン内とゾーン間移動の
運賃の差別化（問題②③に対応） 

 －割引率の高いパスポート見直し（問題③に対応） 

■増収分で増車用の運転手確保（問題①④に対応） 
■2020 年度中または 2021 年度当初に実施 

(2)タクシーとの一体化 

■デマンド交通用車両とタクシー車両との一体運用に
より、運転手も含めた効率化を実施（問題⑥に対応） 
■2021 年度までシステムの検討を行い、2022 年度以
降に実施 
■上記(1)の運賃制度は、必要に応じて改定 

(3)インターネット予約の実施 

■ICTの進展により高齢者のインターネット普及率も増
加している点を踏まえ、スマートフォン対応も含めた
インターネット予約を実施することにより、 
オペレータの負担を軽減（問題⑤に対応） 
－現行の電話予約と併用して実施 

  

      

デマンド交通 
ゾーニングのイメージ 

年代別インターネット普及率の推移 
(総務省情報通信白書より) 
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事業の具体的な内容（その２） 
【目標Ⅰ】各交通機関の利便性、効率性及び満足度向上のための事業（その２） 

【Ⅰ－７】定時定路線バスデータの GTFS 化 

 ＜事業主体：交通事業者、海津市交通部署＞ 
■インターネット検索等の対応とし
て、時刻等のバスデータを標準フォー
マット（GTFS 形式）とし、さらにオ
ープンデータとして公開（経路検索で
海津市公共交通がヒットしない現象
を解消、右図参照） 

■経路検索に対応することで、市外か
らの訪問者に海津市公共交通の存在
の認知度向上を図る 
■バスロケーションシステムについて
も、GTFS データ化 

【Ⅰ－８】公共交通利用ガイド作成 
 ＜事業主体：海津市交通部署＞ 
■現行の体制により、継続的に作成（右図参照） 
■紙媒体だけでなく、後述のポータルサイトでも
掲載【事業Ⅰ－５参照】 

 

【Ⅰ－９】公共交通ポータルサイト構築 
 ＜事業主体：海津市交通部署＞ 
■現行の公共交通サイトを高度化 
－利用者が混同する状況を解消（右図参照） 
－海津市公共施設ウェブサイトについては、公
共交通ポータルサイトへのリンクを設定 

【目標Ⅱ】複数事業者、複数自治体、複数部局が一体となった取組みの実施のための事業 

【Ⅱ－１】交通結節点の各種施設等充実 

 ＜事業主体：海津市交通部署、交通事業者＞ 
■以下の場所を交通結節点として設定 
 －今尾または平田支所（都市間連絡バス、通学バス対応バス、デマンド交通が結節） 
 －海津市役所（都市間連絡バス、拠点間連絡バス、デマンド交通が結節） 
 －海津温泉（都市間連絡バス、拠点間連絡バス、デマンド交通が結節） 
 －駒野駅（養老鉄道、拠点間連絡バス、デマンド交通が結節） 
 －石津駅（養老鉄道、拠点間連絡バス、デマンド交通が結節） 
■交通結節点では以下の対策を実施 

(1) 交通結節点の改良（工事の伴うもの、海津市役所及び平田支所を想定） 
(2) 相互のダイヤの調整（通常時だけでなく、異常時の情報連絡体制も） 
(3) 乗換交通機関の案内充実（乗車位置図、路線図、時刻表、予約先・連絡先等） 
■海津市に係る市外の交通結節点も、当該自治体と連携して交通結節点の機能を維持・充実 
 －岐阜羽島駅、大須（羽島市） 

 

【Ⅱ－２】駅における駐車場の整備 ＜事業主体：海津市交通部署＞ 
■継続して駅周辺にパークアンドライド用の駐車場確保 

 

【Ⅱ－３】レンタサイクルの推進 ＜事業主体：海津市観光部署、養老鉄道＞ 
■継続して実施 

 

【Ⅱ－４】桑名市や愛西市と連携した移動手段の実現 

 ＜事業主体：海津市交通部署、桑名市、愛西市、地元組織＞ 
■三重県や愛知県に隣接する西江・大江・東江・吉里の各地区において、桑名市や愛西市と連携し
て県外拠点への移動手段を確保 

 －県外拠点：多度駅・長島駅（三重県）、佐屋駅・津島駅・弥富駅（愛知県） 
■県境（油島大橋付近）までコミュニティバスを運行している桑名市とは、今後協議を開始 
■愛西市とは協議スケジュールを検討 
■移動手段の確保は、地域住民が主体となって検討【事業Ⅲ－4 参照】 

【Ⅱ－５】バス等運転手の採用支援 ＜事業主体：海津市交通部署、交通事業者＞ 
■交通事業者だけでなく、行政も積極的に運転手募集の情報提供を実施 
■交通事業者は、大型二種免許取得のための各種支援を実施 

 

【Ⅱ－６】観光部署によるイベント開催時のシャトルバス運行 
 ＜事業主体：イベント実施主体＞ 
■現在、イベント開催時に運行しているシャトルバスの運行を、さらに拡大 
 －運行実績：ひがん花祭り（津屋川堤防）、さくら祭り（平田公園） 
 －今後想定される運行：チューリップ祭り、海津市夏祭り等 

 

【Ⅱ－７】水晶の湯送迎バスの駒野駅延伸 ＜事業主体：海津市観光部署＞ 
■水晶の湯に乗り入れているコミュニティバス南幹線の代替として、麓の月見の森駐車場発着の送
迎バスを養老鉄道のダイヤに合わせて駒野駅まで延伸【事業Ⅰ－５参照】 

 

【Ⅱ－８】福祉部署と一体となった移動制約者向けのサービス実施 

 ＜事業主体：海津市福祉部署、海津市交通部署、地元組織＞ 
■現在のデマンド交通利用者の内、身体的制約の大きい市民（移動制約者）に対して、地域・住民主
体による福祉移送サービスをさらに拡充 

 －現時点の海津市での実施事例 
① NPO による身障者向け移送サービス 
② 地区社協(下多度・石津)による 

高齢者向け移送サービス 
■事業の枠組みについては、福祉部署と一体となっ
た組織を設立し、2 年間検討 
■移動手段の確保は、地域住民が主体となって検討【事業Ⅲ－4 参照】 
 

【Ⅱ－９】運賃以外の収入源の確保 ＜事業主体：交通事業者、海津市交通部署＞ 
■コミュニティバス及びデマンド交通のの運賃以外の収入源として、沿線企業・店舗から協賛金を募
り、車体に広告の掲載について、関係機関と協議 
■バス停名のネーミングライツについて、関係機関と協議 

 

  

現在の時刻とダ
イヤ改正の時刻
を並列しており、
混同する可能性
も… 

※) デマンド交通はタクシー含む 



事業の具体的な内容（その３） 
【目標Ⅲ】住民が主体的に公共交通に係るための取組みの実施 

【Ⅲ－１】公共交通関連イベントの実施 

 ＜事業主体：海津市交通部署、養老鉄道、名阪近鉄バス、岐阜県、岐阜運輸支局、      

       海津市教育委員会＞ 

■従来実施してきた養老鉄道の利用促進イベントに加え、バスに関するイベントも実施すること
により、海津市民の公共交通の認知度向上を図る 

 －実施の例：バスの乗り方教室実施（若年層向け、親子向け、高齢者向け等） 
       幼児が描いた電車・バスの絵を車内に展示 
       公共交通利用啓発のためのシンポジウム開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅲ－２】運転免許証自主返納の促進 

 ＜事業主体：海津市交通部署、岐阜県警察本部＞ 

■現在実施中の高齢者免許証自主返納事業
を継続実施（65 歳以上の海津市民が対象） 
■支援の内容として、右図の内容の他、デ
マンド交通向けの支援（運賃半額）も現在
実施中 
■免許証返納時に、海津市公共交通利用ガ
イドを配布【事業Ⅰ－８参照】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅲ－３】公共交通出前講座の実施 ＜事業主体：海津市交通部署＞ 
■海津市で実施しているまちづくり出前講座
の一環として、公共交通を題材にして実施す
ることにより、海津市民の公共交通の認知度
向上を図る 
■出前講座の題材は、以下のようなものが考え
られる 

 －地域（海津市）の公共交通 
 －中学生の進路説明会におけるバス通学に

関する情報提供 
 －運転免許自主返納について【事業Ⅲ－２参

照】 
 －地球温暖化と交通の関連 
■題材は、モビリティ・マネジメントの観点で
設定 
■出前講座実施にあたっては、同時に効果測定
の方法も設定する 

 

【Ⅲ－４】住民主体移動サービスへの支援 

 ＜事業主体：海津市関係部署、地元組織＞ 

■現在実施中の「かいづ夢づくり協働事業」を
活用して、「日常生活の移動手段確保」につい
て市民からの企画提案を促し、その支援を行
う 

■課題やテーマとしては、以下のものが考えら
れる 

 －桑名市方面（多度駅、長島駅等）、愛西市・
津島市方面（佐屋駅、津島駅等）への日常
生活移動手段の確保【事業Ⅱ－４参照】 

 －高齢者、身体障がい者の日常生活移動手段
の確保【事業Ⅱ－８参照】 

■企画提案の中には、運行方式だけでなく、定
期的に利用状況を検証し、需要を把握する方
法も含む 

 

 

養老鉄道のイベント実施事例 


